
       降雹災害等対策生産資材緊急支援事業の概要 

 

（事業趣旨） 

 令和４年６月に発生した降雹により甚大な被害を受けた農業者のみなさまを対象に、営農

継続に向けて必要な肥料や農薬、種苗及び農業資材等の購入を支援するため、補助金を交付

します。（今年度のみの緊急支援事業） 

 

１ 対象品目 ①葉たばこ、②販売用農作物（花き類、果樹等含む） 

       ③農業資材（屋根材）               （表 1 のとおり） 

 

２ 対象者の要件 

 （1）降雹による農業被害の証明を受けたもの（別紙参照）  

 （2）今回の被害額が 5 万円以上あるもの 

 

３ 交付額  

 （1）農作物においては被害を受けた栽培面積×交付単価 

 （2）農業資材においては、降雹により被害のあった施設の 1/2 以内 

 

４ 交付要件 次年度も営農を継続すること 

 

 表 1 

補助対象品目 補助対象経費 交付単価 適用 

葉たばこ 営農継続に向

けて必要な肥

料、農薬、種苗、

農業資材等の

購入経費 

※6 月 2 日以

降購入された

物に限る。 

定額 

50,000 円（10a 当り限度額） 

（千円未満切り捨て） 

②販売用農産物 

（花き類、果樹含む） 

 

 

定額 

10,000 円（10a 当り限度額） 

（千円未満切り捨て） 

 

③農業用資材 

（屋根ビニール等） 

※牛舎等含む 

被災した施設

の農業資材購

入経費 

※6 月 2 日以

降購入された

物に限る。 

材料費の 1/2 

・補助基本額（10 間→15,000 円） 

・ 〃   （15 間→20,000 円） 

＊ファイロン材等使用 

・基準基本額（10 間→100,000 円） 

〇営農活用中のものに

限る。 

（千円未満切り捨て） 

 

5 農業被害の証明：受付期間（6/17～7/5） 


